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【発行日】平成25年1月10日(2013.1.10)
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【手続補正書】
【提出日】平成24年11月19日(2012.11.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部装置に搭載されているアプリケーションが利用可能なデータの種別を示す種別情報
を登録する登録手段と、
　上記登録手段に登録されている種別情報を基地局装置に送信して、当該基地局装置から
上記外部装置に搭載されているアプリケーションが利用可能なデータを受信する無線通信
手段と、
　上記無線通信手段により受信されたデータを上記外部装置に転送するデータ転送手段と
を備えた移動体通信端末。
【請求項２】
　登録手段は、外部装置から送信された種別情報を登録することを特徴とする請求項１記
載の移動体通信端末。
【請求項３】
　登録手段は、種別情報の入力を受け付けるマンマシンインタフェース機能を搭載してい
ることを特徴とする請求項１記載の移動体通信端末。
【請求項４】
　登録手段は、アプリケーションが利用可能なデータの種別の他に、受信可能なデータサ
イズを示す種別情報を登録することを特徴とする請求項１から請求項３のうちのいずれか
１項記載の移動体通信端末。
【請求項５】
　無線通信手段は、基地局装置から送信されたデータの受信時、データ転送手段によるデ
ータの転送時、あるいは、外部装置によるデータの利用完了時にデータの確認応答を上記
基地局装置に送信することを特徴とする請求項１から請求項４のうちのいずれか１項記載
の移動体通信端末。
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【請求項６】
　無線通信手段により受信されたデータを保存するデータ保存手段を設け、
　データ転送手段は、上記無線通信手段が上記基地局装置からデータの再実行要求を受信
すると、上記データ保存手段に保存されているデータを外部装置に再転送することを特徴
とする請求項１から請求項５のうちのいずれか１項記載の移動体通信端末。
【請求項７】
　データ転送手段は、無線通信手段が基地局装置から繰り返し送信された同一のデータを
複数回受信しても、１回だけ当該データを外部装置に転送することを特徴とする請求項１
から請求項６のうちのいずれか１項記載の移動体通信端末。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　この発明に係る移動体通信端末は、外部装置に搭載されているアプリケーションが利用
可能なデータの種別を示す種別情報を登録する登録手段と、登録手段に登録されている種
別情報を基地局装置に送信して、その基地局装置から外部装置に搭載されているアプリケ
ーションが利用可能なデータを受信する無線通信手段と、無線通信手段により受信された
データを外部装置に転送するデータ転送手段とを備えたものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　この発明によれば、外部装置に搭載されているアプリケーションが利用可能なデータの
種別を示す種別情報を登録する登録手段を設け、その登録手段に登録されている種別情報
を基地局装置に送信して、その基地局装置から外部装置に搭載されているアプリケーショ
ンが利用可能なデータを受信し、そのデータを外部装置に転送するようにしたので、登録
手段に種別情報を新たに登録すれば、移動体通信端末にアプリケーションを追加すること
なく、新たなサービスを拡張することができる。
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